
                                                                       

 

 

申請時点で上尾市に住民票のある養育者で以下に該当する養育者 

 ❶ 令和５年２月１日以降に生まれた児童を育てる養育者 

  ❷ 令和５年２月１日以降に転入し他の市町村で子育て応援給付金の支給を受けていない養育者

（転入前市町村へ確認する場合があります） 

    ※養育者に母親が含まれる場合は申請者は原則母親になります。 

 

 

 

対象児童１人につき５万円（現金） ※多胎児の場合は対象児童の人数×５万円 

 

 

 

① 生後２～３か月頃、東保健センターが実施する新生児訪問で面談を受け、アンケートに回答 

② 面談後に、申請書と返信用封筒を受領。申請書を記入し、提出書類を添付して郵送で提出 

 

 

  

 

〈子育て応援給付金の申請・給付について〉   〈相談支援について〉   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「上尾市子育て応援給付金」のご案内 

対象者 
 

支給額 
 

申請要件・方法 
 

【出産・子育て応援給付金について】 

妊娠期から安心して出産・子育てができるよう、面談やアンケートなどを通じて伴走型相談

支援（子育てサポート）と、経済的支援（給付金）を 一体的に行います。 

妊娠期に出産応援給付金として５万円、出産後に子育て応援給付金として５万円の支給があ

ります。 

給付金の支給を受けるためには申請が必要です。 

 

問い合わせ先 
 

 

詳細は市ホームページで確認を！ 

子ども家庭総合支援センター 

（こども家庭センター） 

月曜から土曜日（祝日・年末年始を除く） 

8：30～17：00（12:00～13:００を除く） 

連絡先：０４８－７８３－４９６４ 

東保健センター 

（こども家庭センター） 

月曜から金曜日（祝日・年末年始を除く） 

8：30～17：00 

連絡先：０４８－774－1414 

育 



 

 

申請書を記入の上、本人確認書類、口座が確認できる書類を添付の上、返信用封筒で提出（郵送）して

ください。 

※申請期限は、おおむね出生後４か月です。申請書は早めに提出（郵送）してください。 

※提出期限を過ぎた場合は、支給が受けられない可能性があります。ご注意ください。 

   

 

 

 

      

 

 

 

・この給付金は課税の対象にはなりません。 

・この給付金の支給を受けた後に遡りで転出したり、二重支給など支給対象者の要件に該当しなくな

った場合は、支給した給付金の返還を求めます。 

・振り込め詐欺にご注意ください。ご自宅等に上尾市から問い合わせを行うことがありますが、ＡＴＭ

（現金自動預払機）の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶

対にありません。 

申請について 

記入時の注意事項 

内容を確認後、同意について、記入日と

面談者の氏名を記入してください。 

令和 5 年 2 月 1 日以降

に生まれ、面談を受けた

児童の氏名 

多胎児の場合は記入してください。3 人

以上の場合は余白に記入してください。 

申請者は新生児訪問で面談を受け

アンケート回答をした養育者で

す。 

・ネットバンキングの場合はパソコンや

スマートフォンの画面を印刷してくださ

い。 

〈裏面〉 

申請者本人名義に限ります。 


